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静岡県賀茂健康福祉センター 
賀茂保健所 

賀茂児童相談所 

賀茂身体障害者更生相談所 

賀茂知的障害者更生相談所 

平成２６年度より一部適用されています。

 平成２６年度以降初めて申請される方のう
ち、初回の治療開始時の妻の年齢が４０歳
未満の場合、通算助成回数は６回までとな
ります。

賀茂健康福祉センター福祉課
０５５８－２４－２０５５

問い合わせ先

１回１５万円
（凍結胚移植及び採卵したが卵が得られない等のため中止した場合は、
１回７．５万円）

７３０万円（夫婦合算の所得額）

助成
限度額

所得
制限

詳細は、下記連絡先まで
お問い合わせください！
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